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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した 

放課後等デイサービスに係るＱ＆Ａについて 

 

新型コロナウイルス感染症への対応については、令和２年２月 25日新型コロナウイル

ス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」や令和２年２月

27 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての

放課後等デイサービス事業所等の対応について」等に基づき取り組んでいただいてい

るところですが、令和２年３月２日より小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の一

斉臨時休業が開始したことを踏まえ、自治体ご担当者様や事業者様より頂いたご質問

を以下の通りＱ＆Ａとして整理いたしましたので、自治体における取り扱い検討のご

参考としてください。 

 

 

 

厚生労働省ホームページ 

自治体・医療機関向けの情報一覧（新型コロナウイルス感染症） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０３７，３１０２） 
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